
LiveOnWearable レンタルプラン利用規約 

 

 

第 1 章 総則 

 

 

第1条 （利用規約の適用） 

LiveOnWearable レンタルプランは、ジャパンメディアシステム株式会社（以下、「当社」 

といいます。）が提供するWeb会議システム「LiveOn」（以下、「LiveOn」といいます。）に

係るソフトウェアをインストールした機器のレンタルサービス（以下、「本サービス」 といいま

す。）です。当社は、本サービスのご利用に関し、本サービスの利用規約（以下、「本利用規

約」 といいます。）を定め、本利用規約は、当社および当社指定の利用申込書を（以下、

「申込書」といいます。）提出した者（以下、「契約者」といいます。）の間の本サービスに係る

機器レンタル契約（以下、「本契約」といいます。）について、他に当社および契約者の間に

別段の合意がない限り適用されます。 

2.  当社は、本利用規約に定める条件および内容に基づき本サービスを提供し、契約者は、

本利用規約および当社が別途定める条件にて本サービスを利用するものとします。 

3.  契約者は本サービスを利用するにあたり、LiveOn の利用規約（以下、「LiveOn 利用

規約」といいます。）にも同意するものとします（Web 会議システム「LiveOn」サービス利

用規約（https://www.liveon.ne.jp/Login/useragreement.php））。但し、本利

用規約と LiveOn 利用規約との間に矛盾または抵触がある場合には、本利用規約が優

先して適用されるものとします。 

 

第2条 （利用規約の変更） 

当社は、以下の場合には契約者の承諾なく本利用契約を変更することができるものと

します。 

（1） 本利用規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとき。 

（2） 本利用契約の変更が本契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更の内容の相

当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 

2.   当社は、利用者からの同意を得ることなく、又は事前に通知することなく、当社の都合

により本利用規約を変更することがあります。本利用規約の変更は、当社が改定後の本

利用規約を「LiveOn」の公式ホームページ（https://web.liveon.ne.jp/ 又はその継

承もしくは代理Webサイト）に掲載した時点より効力が生じるものとします。 

 

3.  契約者が、本利用規約の変更の効力が生じた後に本サービス又は本レンタル品（第3条



で定義する意味を有する。）をご利用になる場合には、変更後の本利用規約に記載されて

いるすべての事項に同意したものとみなされます。 

 

第3条 （サービスの提供条件） 

本サービスは、LiveOnのソフトウェアを、当社が別途指定するレンタル機器類（スマート

グラス、ボディカメラ、ソフトウェア、その他の関連商品等であって、当社以外の第三者が提

供元となるものを含みます。なお、当該第三者を以下「提供元」といいます。）にインストール

してパッケージされた機器（以下、「本レンタル品」といいます。）を、レンタルサービスとして

提供します。 

 

第4条 （サービスの内容） 

本サービスは、本レンタル品の賃貸借を行うサービスであり、提供サービス品目は、申込

書に定めるとおりとします。  

 

 

第 2 章 契約 

 

 

第5条 （契約の条件）  

 当社は、本利用規約の他に、必要に応じて特約を定めることがあります。この場合、契約

者は本利用規約とともに特約を遵守するものとします。 

 

第6条 （契約申込） 

本サービスの利用を希望する者（以下、「申込希望者」といいます。） は、本サービスを

受ける上で、当社所定の申込書を当社または当社が定める代理店に提出するものとします。 

2.  当社は、申込希望者が前項に規定する申込書の提出を行った後、申込希望者の利用申

込に対する審査を行います。なお、審査の為に、申込希望者の印鑑証明書、商業登記簿謄

本、その他契約者確認の為の資料等、当社が審査の為に必要と判断する書類の提出が必

要な場合があります。 

3.  申込希望者は、申込書、その他当社に提出が必要な資料に個人情報を記載する場合、当

社に個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。 

4.  契約者は、本サービスの提供に必要な範囲において、第 13 条（業務の委託等）に定めた

とおり、当社がサービスの一部または全てを第三者に委託した場合は委託先に契約者の情

報を提供することを承諾するものとします。 

5. 申込希望者は、当社または当社が定める代理店に対し申込書を提出した以降は本契約の

申込みを撤回することはできません。 



6. 当社は、自らの裁量により、申込希望者が提出した申込書を承諾しないことができます。当

社が、申込書を承諾しない場合には、申込希望者に対しその旨を通知します。 

 

第7条 （契約の成立） 

本契約は、契約者が申込書を当社または当社が定める代理店に提出し、かかる申込書

を当社が承諾する旨を通知したときをもって、契約者および当社または当社が定める代理

店の間で成立するものとします（以下、本契約が成立した日を「本契約成立日」といいま

す。）。本契約の内容は、本利用規約および申込書の記載内容に従うものとします。 

2.  申込書に本利用規約と異なる定めがある場合は、申込書が優先するものとします。また、

レンタル機器、レンタル期間、レンタル料、解約清算金など本契約の条件について、特約ま

たは付随条項等を別途定めた場合は、その特約または付随条項等が本契約に優先するも

のとします。 

3.  当社は、本契約に基づき、契約者に対して、契約者が当社に対し提出する申込書に記載

されている本レンタル品を貸し出し、契約者は、これを借り受けます。 

 

第8条 （契約の有効期間） 

本契約の有効期間は、本契約成立日より開始し、次項で定めるレンタル期間満了日まで

とします。 

2.  本レンタル品のレンタル期間は、当社が承諾した申込書に記載のレンタル期間開始日か

らレンタル期間満了日までとします。 

 

第9条 （機器の引き渡し） 

当社は、本レンタル品を契約者が合理的に指定した日本国内の場所に搬入するものとし、

契約者は搬入された本レンタル品について直ちに契約者の責任と負担で検査を行い、機

器の種類、品質、性能および数量（規格、仕様、機能、作動状況その他本レンタル品につき

契約者が必要する一切の事項を含みます。以下、これらを総称して「品質等」といいます。）

について本契約の内容に適合していることを確認するものとします。 契約者は、本レンタ

ル品の品質等が本契約の内容に適合していないときは、本レンタル品の搬入日から5営業

日以内に当社に対して通知するものとします。この期間内に通知がなかったときは、搬入日

に検収したものとみなし、引渡しが完了したものとします。 

2. 当社は初回搬入、故障時の代替品の搬入等、理由の如何に関わらず、国外への本レンタ

ル品の搬入を行いません。 

 

第10条 （サービス料金の定義） 

契約者の当社に対する本レンタル品に係るレンタルサービス料（以下、「サービス料」と

いいます。）および本レンタル品搬入にかかる諸費用は申込書に定めるとおりとします。 



2.  サービス料は、1 か月に満たないレンタルの場合でも 1 か月の利用とみなして計算しま

す。解除その他の事由により月の途中で本契約が終了した場合においても、サービス料

の日割り計算を行いません。 

3.  契約者は請求書記載の支払期日および支払方法にて当社へ支払うものとします。 

 

第11条 （契約の自動更新） 

契約者は、当社に対し、第 8 条第 2 項で定めるレンタル期間満了日の 1 か月前までに、当社所

定の書面による契約解除の意思表示がなされない限り、本契約は期間満了の翌日から起算して、

同一の内容（有効期間を含む。）にて自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。 

 

第12条 （契約不適合責任） 

当社は、本レンタル品の引き渡し時において、本レンタル品が通常の性能・作動状況を

備えている状態であることのみを担保し、これを除く本レンタル品の品質等および契約者

の使用目的への適合性については担保しないものとします。 

2.  当社は、本レンタル品の全部または一部を構成するソフトウェア（オペレーティングソフト

ウェアを含みます。以下、「ソフトウェア」といいます。）のバージョンアップについて、契約不

適合責任を負わないものとします。 

 

第13条 （業務の委託等） 

当社は、契約者に対して提供する本サービスの一部、またはすべてを第三者（以下、

「業務委託先」といいます。）に委託することができることとします。この場合、当社は業務

委託先に対して本利用契約が規定する条件を遵守させます。 

2.  契約者は、当社が本サービスを提供するにあたって、前項を了承し、契約者の情報を業

務委託先に開示することを承諾するものとします。 

 

第14条 （契約者の遵守条件） 

契約者は、本サービスの提供に関し、当社が契約者に貸し出す本レンタル品について、

次の各号の条件を守るものとします。 

（1） 契約者は、本レンタル品について、第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をし

ないこと。 

（2） 本レンタル品を当社の承諾なしに停止、移動、取り外し、削除、変更、分解、損壊をしない

こと。 

（3） 本レンタル品を善良な管理者の注意をもって管理すること。 

（4） 逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング又はこれに類する行為を行わない

こと 

2.  前項の規定に違反して又は契約者の責めに帰すべき事由により、契約者が本レンタル



品を毀損しまたは故障させた場合、当社の職員、または当社が指定する者が当該本レンタ

ル品を復旧、あるいは修理するものとし、その費用は契約者が負担するものとします。また、

復旧、修理が不可能であると当社が判断した場合または契約者が本レンタル品を亡失又

は紛失した場合には、契約者は、当社に対し、申込書に定める当該本レンタル品の購入対

価を損害賠償として支払うものとします。 

3.  破損等の連絡が第 9 条第 1 項に定める期間に遅れたことにより発生した修理費用等の

損害について、当社は責任を負わないものとします。 

 

第15条 （利用責任者） 

契約者が定める利用責任者は、当社との連絡、協議の任にあたるとともに、本サービス

の利用適正化を図るものとします。  

2.  本サービスの利用にあたり、契約者が、本契約締結時に当社へ書面にて届け出た利用

責任者が交代した場合、または連絡先に変更があった場合、直ちに当社へ書面にて通知

するものとします。かかる通知がない場合、連絡が取れないことによって引き起こされる損

害に対して、当社は一切の責任を負いません。 

 

第16条 （権利および義務の譲渡等） 

契約者が、本サービスの提供を受ける権利等、本利用規約上の権利の一部、または全

部を当社の承認なく第三者に譲渡、貸与、 質入等の行為をすることを禁止します。 

 

第17条 （非常事態時の利用の制限） 

当社は、天災、事変等、非常事態が発生、または発生するおそれがある場合、本サー

ビス提供を制限する措置をとる場合があります。 

 

第18条 （契約者の名称等の変更） 

契約者は、その名称、または住所等本サービス申込時に申請した事項に変更があった

場合 （相続および法人の合併による場合を含みます。）は、当社に対し、速やかに当該変

更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。 

 

第19条 （契約者が行う契約の解除） 

利用期間経過後、契約者は、次項に定める金額を支払うことにより、契約期間の途中

であっても本契約を解除することができます。契約者が、本契約を解除（以下、「契約解

除」といいます。）する場合、当社に対し契約解除の日の 1 か月前までに契約解除の旨、

および契約解除するサービス品目等を当社が定める書面にて通知するものとします。こ

の場合、通知があった日から当該通知において契約解除の日とされた日までの期間が 1

か月未満である場合、契約解除の効力は当該通知があった日から起算し 1 か月を経過



する日に生じるものとします。 

2.  契約者は、本契約の有効期間（契約更新がなされた場合には、更新後の有効期間としま

す。）が経過する以前に本契約を終了した場合、本契約が終了した次の日から当該有効

期間の末日までの期間に相当する料金の全額を、当該解除の日から 2 週間以内に一括

して支払うものとします。 

 

第20条 （当社が行う契約の解除） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、あらかじめ契約者に通知することなく

本契約を解除することができます。 

（1） 第 28 条（提供停止）第 1 項に基づき、当社が本サービスの提供を停止した場合、または

停止の日から 5日以内に停止の原因となった事由が解消されない場合。 

（2） 第 28 条（提供停止）第 1 項各号のいずれかに該当する事由があり、本サービスの提供

に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められる場合。 

（3） 本契約上の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由がある場合。 

2.   前項により、本契約を解除した場合、当社は契約者に対しその旨を通知します。 

3.  当社は、本契約に基づき、本サービスの一部又は全部の提供を継続することが困難であ

ると判断した場合（契約者に貸出す本レンタル品の手配・保守が困難と判断した場合を含

みます。）には 1 か月前までに契約者に通知することにより、本契約を解除できるものとし

ます。 

 

第21条 （契約終了時の措置） 

本契約が終了した場合、契約者は、当社の指示に従い当社の指定する期間内に、本レ

ンタル品を自己の費用で返却します。なお、返却される本レンタル品に蓄積されたデータ

がある場合、そのデータを消去して返却するものとします。 

2.  契約者は、本契約が終了または本レンタル品が返却された時点で、当社が画像その他

のデータを直ちに削除することを了承するものとします。 

3.  返却された本レンタル品にデータが残存し、契約者のデータ等が、滅失、毀損、漏洩、そ

の他理由により発生した直接あるいは間接の損害について、当社は責任を負いません。 

4. 返却時に本レンタル品に破損が確認された場合は、弁償または修理費用の負担をいただ

く場合があります。 

5.  第 1 項の期間内に、契約者が、本レンタル品を返却しない場合、当社は契約者に対して

違約金を請求できることとします。なお、違約金は、１か月あたりの本サービスの料金に延

滞月数（1か月に満たない場合でも 1か月の延滞とみなして計算します。）を乗じた金額と

します。 

 

 



 

第 3 章 本レンタル品の使用 

 

 

第22条 （機器の使用・保管） 

契約者は、本レンタル品を善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、そのために必

要となる消耗品費その他一切の費用を負担するものとします。 

2.  契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、次の行為はできないものとしま

す。 

（1） 本レンタル品上に表示した当社の管理番号や所有権を明示する標識を取り外し、または

破損すること。 

（2） 本レンタル品の譲渡、転貸、改造、加工する行為。 

（3） 本レンタル品について、質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定するこ

と。 

（4） 本契約に基づく契約者の権利または地位を第三者に譲渡すること。 

3.  本レンタル品自体または本レンタル品の使用、設置、保管および本契約の実行に伴い生

じた事故の被害、または第三者（契約者の従業員含みます。以下、本項において同じとし

ます。）に与えた損害および第三者との間に生じた紛争は、契約者の責任と負担で解決し、

当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第23条 （機器の使用地域） 

 契約者が機器を日本国外で使用する場合、国外において本レンタル品の品質等が本契約の

内容に適合していないことが確認されたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

 

第24条 （機器の保証） 

本契約の契約期間中に、不可抗力または契約者の責に帰すべき事由によらずして、本

レンタル品がメーカー所定の仕様に従って作動しない場合（付属ソフトウェアに起因する

場合、本機器に接続しているメーカー指定以外の機器または消耗部品に起因する場合、

および消耗部品の自然消耗、磨耗、または劣化による場合を除きます。）、当社は本レンタ

ル品を修理または代替機器に交換するものとします。 

2.  当社が前項に従って本レンタル品を修理または代替機器に交換する場合、契約者は代替

機器に自己の費用と責任で本レンタル品のすべての記憶媒体内のデータを移動させるも

のとします。 

3.  本レンタル品の不具合および本レンタル品の使用によって生じた直接もしくは間接の損害、

または記憶媒体内に記憶されたデータに関する損害について、当社は如何なる責任も負わ



ないものとします。 

4.  当社または提供元は、契約者に対し、付属するソフトウェアの不具合を修正するためのプ

ログラム、または不具合を修正したその付属ソフトウェアを公開することがあります。契約者

は、かかる公開があった場合、すみやかに、自己の責任と費用負担により、かかるプログラ

ムまたは付属ソフトウェアを本レンタル品に適用するものとします。当社が提供または推奨

するソフトウェア以外をインストールしたこと、および OS,ミドルウェアソフトをアップデートし

たことにより発生した不具合はすべての保証の対象外とします。 

5.  本レンタル品の不具合に関し当社が本サービスにて負う義務または責任は、本条および

以下の機器の保証範囲に定めるものに限ります。 

 

機器の保証範囲 

保証対象 初期不良、通常の使用下での自然故障等 

保証対象

外 

故意または重過失、盗難による紛失、落下による破損、火災・水害等による被

害、地震・落雷等の天変地異による破損・紛失 

日本国外に持ち出したことによる破損・紛失 

 

 

第 4 章 ソフトウェアの取り扱い 

 

 

第25条 （著作権等） 

契約者に提供される機器、ソフトウェアおよびその他の各種情報（以下、「ソフトウェア

等」 といいます。）については、その著作権、知的所有権のすべてを当社、または当社にこ

れらの情報の利用を許諾した第三者が所有します。 

2. 契約者は、ソフトウェア等を本サービス利用の目的にのみ利用し、これ以外の目的での利

用はできないものとします。 

 

第26条 （データの管理） 

契約者は、画像その他のデータを本レンタル品に蓄積・保存する場合、契約者の責任に

おいて管理するものとします。 

2. 契約者に提供されるソフトウェア等により契約者のデータ等が、滅失、毀損、漏洩、その他

本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害

について、当社は責任を負いません。 

3. 契約者は、当社が本サービスを提供するために必要なサポートを行うために、契約者によ

り撮影された画像を視聴することをあらかじめ承諾するものとします。 

  



 

第 5 章 提供中止および停止 

 

第27条 （提供中止） 

当社が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を中止する

ことがあります。 

（1） 当社の設備の保守上、または工事等やむをえない場合。 

（2） 当社の設備の故障等やむをえない場合。 

（3） 天災、事変等、非常事態が発生、または発生するおそれがある場合。 

2.  当社が、前項の規定により、本サービスを中止する場合、契約者に対し、その旨とサービ

ス提供中止の期間を事前に通知します。但し、緊急やむを得ない場合、この限りではあり

ません。尚、これにより契約者に損害が発生した場合においても当社は責任を負わないも

のとします。 

 

第28条 （提供停止） 

次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は本サービスの全部、また

は一部の提供を停止します。 

（1） 契約者が、本契約上の債務を履行しなかった場合。 

（2） 契約者が、第 14条 （契約者の遵守条件） の規定に違反した場合。 

（3） 契約者が、当社に損害を与えた場合。 

（4） 契約者が、本サービスの運営を妨害、または当社の名誉または信用を著しく毀損した場合。 

（5） 当社が、LiveOnの提供を停止した場合。 

（6） 契約者が、会社更生、民事再生、または破産の申立てを行った場合、または行おうとした

場合。 

（7） その他、契約者が本サービスの利用者として不適当と当社が判断する場合。 

2.  契約者が、前項各号に該当する行為を行っている、またはその合理的な疑いがあると判

断される場合、当社は事前の通知なく、本サービスの全部、または一部の提供を停止、あ

るいは停止の為に必要な措置を取ることがあります。これにより契約者に損害が生じた場

合においても当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第 6 章 料金等 

 

 

第29条 （料金等の請求） 

本サービスの料金は、申込書に定めるとおり、レンタルサービス料と諸費用を併せて請

求します。 



 

第30条 （課金開始日） 

本サービスの課金開始日は、第 9条（機器の引渡し）に定める引渡し完了日とします。 

2.  契約者は、第 29条（料金等の請求）の料金を支払う義務を負います。 

3.  契約者が第 28 条（提供停止）の規定により本サービスの提供が停止された場合、当社

は本サービスの料金の算出について、当該サービスの提供があったものとして取り扱いま

す。 

4.  申込希望者が、当社または当社が定める代理店に対し申込書を提出した以降に本契約

の申込みの撤回を申し入れ、当社が任意にこれに応じた場合、当社は申込希望者に対し

て本契約が成立した場合と同額の損害金を請求します。損害金の請求の手続は料金等の

請求の手続と同様とします。 

5.  契約者の申請を当社が承諾し、本利用規約に定める範囲外の作業を行った場合、契約

者は当社の請求する料金を別途支払うものとします。また、当社は当該作業について料

金が必要となる場合、契約者に対してその旨を事前に通知します。 

 

第31条 （料金等の支払方法） 

契約者は、料金等を当社または当社が定める代理店が承諾した口座振替または銀行振込

のいずれかの方法により支払うものとします。 

2. 支払いに関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項、当社また

は当社が指定する代理店が指定する期日、方法によります。尚、契約者と収納代行会社、

金融機関等の間で紛争が発生した場合、当該当事者双方で解決するものとし、当社は責

任を負わないものとします。 

 

第32条 （割増金） 

料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額

を割増金として当社が指定する期日までに支払うものとします。 

 

第33条 （延滞損害金） 

契約者から、料金、またはその他の債務について支払い期日を経過しても支払いがな

い場合、当該契約者は支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、

年 14.5%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社が指定する期日までに支

払うものとします。 

 

第34条 （割増金等の支払方法） 

契約者は、第 32 条（割増金）および、第 33 条（延滞損害金）の支払いについて、当社

が指定する方法により支払うものとします。 



 

第35条 （消費税） 

契約者が当社に対し本サービスに係る費用その他の債務を支払う場合、当該支払い

に対して賦課される消費税および地方消費税相当額を併せて、支払うものとします。 

 

第36条 （端数処理） 

当社は、料金またはその他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた

場合、その端数を切り捨てます。 

 

第37条 （集金代行の委託） 

契約者は、本サービスの料金等の入金案内について、当社が当該債権の入金案内業

務を、集金代行業務を行なう会社へ委託することを、予め承諾するものとします。 

 

 

第 7 章 損害賠償 

 

 

第38条 （損害賠償） 

当社が本契約に違反したことに起因または関連して契約者に損害を与えた場合におい

て当社が賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害（逸

失利益および休業補償を含みます。）は含まないものとし、損害発生時から遡って 1 年以

内に当社が契約者から受領したサービス料金相当額を上限額とします。 

 

第39条 （免責） 

前条（損害賠償）の規定は、本サービスに関して当社が契約者に負う一切の責任を規

定したものとします。 

2.  当社は、(1)契約者が本サービスを利用したことにより、(2)本サービスの提供に必要な

不具合・故障により、または(3)契約者が本レンタル品を本来の利用目的以外に使用した

ことにより発生した直接、或いは間接の損害について、前条（損害賠償）の責任以外は、法

律上の責任並びに明示、または黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も負わないもの

とします。 

 

  



 

第 8 章 雑則 

 

 

第40条 （契約者の自己負担） 

契約者は、本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、または第三者に対して

損害を与えた場合、または契約者が他の契約者または第三者と紛争を生じた場合、契約者

は自己の費用と責任で解決するものとし、当社は責任を負わないものとします。 

 

第41条 （契約者の協力義務） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対し本サービス利用に関する

契約者の機器・情報・資料その他の物品の提供等の調査を行うことができます。 

（1） 契約者による本利用規約の遵守状況を調査、確認するため必要な場合。 

（2） 故障予防、または回復のため必要な場合。 

（3） 技術上必要な場合。 

（4） その他、当社が必要と判断する理由がある場合。 

2.  契約者は、本サービスに係る電磁的記録が不正に作出される等、本サービスが不正に

利用、または利用されようとしている場合、直ちに当社に通知し、本サービスの不正利用

に関する当社の調査に協力するものとします。 

 

第42条 （守秘義務） 

契約者および当社は、本契約に関連し、知り得た相手方の技術上・営業上、またはその

他の業務上の機密情報を相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示、または漏洩し

てはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合、この限りではあ

りません。 

（1） 知り得た時点で既に公知・公用となっている場合。 

（2） 知り得た後、自己の責任によらず、公知・公用となっている場合。 

（3） 知り得た時点で既に取得済みの場合。 

（4） 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合。 

（5） 法令、または権限のある公的機関の要請により開示、または提供が求められた場合。 

（6） 契約者に対し本利用規約に基づく義務の履行を請求する場合。 

（7） サービスに起因して紛争、または損害賠償請求が発生した場合。 

（8） その他、本サービスの運営上必要がある場合。 

 

第43条 （契約者情報の保護） 

当社は、本契約に関連し、知り得た契約者の技術上、営業上またはその他の業務上の情



報（以下、「契約者情報」といいます。）を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」

に記載された利用目的のほか契約者に同意を得た範囲内でのみ利用します。 

2. 当社は、契約者情報を、個人情報と同等の安全管理措置を講じて保護します。 

3. 当社は、契約者情報を、本利用規約に明示された場合または法律上開示が認められる場

合を除き第三者に開示、提供しません。 

 

第44条 （残存条項） 

第 6 章から第 8 章までの規定（但し、第 43 条を除きます。）については、本契約終了

の後も効力を有するものとします。 

 

第45条 （管轄裁判所） 

契約者と当社との間で、本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁

判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第46条 （準拠法） 

本利用規約の解釈・適用・履行については、特段の定めがない限り日本法を適用します。 

 

 

 

付則 

１．この規約は、令和 5年 7月 12日から施行します。 

２．この改定規約は、令和 5年 8月 2８日から施行します。 

3．この改定規約は、令和 5年 10月７日から施行します。 

４．この改定規約は、令和 6年 2月１９日から施行します。 

５．この改定規約は、令和 6年 9月 1０日から施行します。 

 


